
かずさ水道広域連合企業団公告 

 

制限付き一般競争入札（事後審査型）の実施について 

 

 制限付き一般競争入札（事後審査型）を次のとおり実施するので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により公告する。 

 

  令和８年１月１９日 

 

     かずさ水道広域連合企業団 

          広域連合企業長 渡 辺 芳 邦 

 

１ 入札に付する事項 

（１） 件   名  修繕工事用補修材料購入（木更津市域） 

（２） 場   所  木更津市潮見二丁目８番地 

（３） 納 入 期 限  令和８年３月２４日 

（４） 業   種  物品（大分類）水道・ガス用資材 

（中分類）水道管又はバルブ 

（５） 業 務 概 要 

震災や通常時の突発漏水に迅速に対応するため補修材料を購入し、備蓄保管

するものである。 

             記 

 修繕工事用補修材料  一式      合計１０９個 

   ・サドル分水栓              ４０個 

  ・フランジ補強金具（台座付き）      １５個 

  ・袋ジョイント              ３６個 

  ・その他                 １８個 

（６） 予定価格及び最低制限価格 

  ① 予 定 価 格  事後公表 

  ② 最低制限価格  設定なし 



（７） 入札方法  

  ① 入札形態  電子入札 

  ② 入札回数  再度入札を含めて２回まで 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本件の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（１） 公告日において、かずさ水道広域連合企業団入札参加資格者名簿（以下「資

格者名簿」という。）に登載されている者のうち、登録区分「物品」の（大分

類）「水道・ガス用資材」（中分類）「水道管又はバルブ」の業種に登録されて

いる者で、かずさ水道広域連合企業団建設工事請負業者等指名停止措置要領

に基づく指名停止措置、又はかずさ水道広域連合企業団契約に係る暴力団対

策措置要綱に基づく指名停止措置を、本件の公告日から本件の開札日までの

間、受けていない者 

（２） 資格者名簿に登載されている本店の所在地が木更津市、君津市、富津市又

は袖ケ浦市にある者 

（３） 特定関係にある会社同士の入札参加制限基準（平成３１年かずさ水道広域

連合企業団告示第２４号。以下「入札参加制限基準」という。）に基づく資本

関係又は人的関係にない者 

ただし、入札参加制限基準に該当する場合は、その者のうち１者を除く全 

てが入札を辞退したとき 

（４） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほ

か、次の各号に該当しない者 

① 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本

件の開札日前６ヶ月以内に手形又は小切手を不渡りにした者 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に

基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていない者 

③ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に

基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていない者 

 

３ 入札 

（１） 入札書の提出期間  令和８年２月３日（火）午前９時から 



令和８年２月４日（水）午後４時まで 

（午前０時から午前８時を除く。） 

（２） 入札書の提出方法 

  ① ちば電子調達システムの電子入札システム（以下「電子入札システム」と 

いう。）により、入札金額を入力すること。 

② 入札情報サービスに掲載している指定の入札内訳書の電子ファイルを電 

子入札システムの添付機能を利用して添付すること。 

（３） 入札金額 

落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する 

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、単価契約の場合

を除き、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額（税抜き

金額）を入力すること。 

４ 開札 

（１） 開札の日時  令和８年２月５日（木） 午前９時５０分から 

（２） 開札の場所  かずさ水道広域連合企業団 本庁舎 

５ 入札の執行 

入札参加者が１者である場合においても入札を執行するものとする。 

６ 入札参加の申請 

入札参加を希望する者は、入札参加申請書等を次のとおり提出しなければなら 

ない。 

（１） 入札参加申請の期限  令和８年１月２８日（水）午後４時まで 

（午前０時から午前８時までを除く。） 

（２） 入札参加申請の方法 

入札参加を希望する場合は、入札参加申請書（別記第４号様式）に必要事項

を入力した電子ファイルを、電子入札システムの添付機能を利用して添付

し、電子入札システムにより申請を行うこと。なお、該当する場合は特定関

係調書も併せて添付すること。 

７ システム障害等 



（１） 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合は、入開札日時 

を変更し、又は紙入札へ移行する場合がある。 

（２） 入札参加者において、システム障害その他電子入札システムによる入札参 

加が困難な場合は、かずさ水道広域連合企業団電子調達システム運用基準３． 

５「電子入札案件に紙入札業者として参加する場合」に定めるとおりとする。 

８ 契約条項等を示す日時及び場所 

（１） 設計図書等の縦覧 

本件に係る契約書案、入札約款、設計書、図面及び仕様書（以下「設計図

書等」という。）の縦覧を次のとおり行う。 

①  縦覧期間  令和８年１月１９日から令和８年２月４日まで 

② 縦覧場所  設計図書等をかずさ水道広域連合企業団ホームページ及び 

ちば電子調達システムの入札情報サービス（以下「入札情報サ

ービス」という。）において公表する。 

③ 縦覧方法  入札情報サービスにより閲覧するものとする。ただし、契約 

書（案）及び入札約款は、かずさ水道広域連合企業団ホームペ

ージにより閲覧するものとする。また、当該案件の現場説明会

は実施しない。 

（２） 設計図書等の貸出 

システム障害等により、設計図書等の縦覧が困難な入札参加者に、設計図

書等をＣＤ－Ｒにより貸与するので、縦覧期間中(土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）に借用書（別記第６号様式）を持参又は郵送すること。ただし、

郵送の場合は、返信用封筒（宛名記入の上、所要額の切手貼付のこと）を同

封すること。なお、当該ＣＤ－Ｒは、開札日までに返却するものとする。 

（３） 設計図書等に対する質問 

設計図書等に対する質問がある場合は、次により経理課長あてに指定の様式 

でメール又はファクシミリにより提出すること。 

①  提出期限  令和８年１月２８日（水）午後５時まで 

②  提 出 先  かずさ水道広域連合企業団 経理課 契約班 

③  回答日時  令和８年１月３０日（金）午後５時まで 

④  回答方法  入札情報サービス又は書面において公表する。 



９ 入札保証金  免除 

10 契約保証金 

かずさ水道広域連合企業団財務規程第１４０条の規定によるものとする。 

11 契約代金の支払条件  完成払い 

12 落札候補者の決定方法 

（１） 開札後、落札決定を保留したうえで、予定価格の範囲内（最低制限価格を 

設けた場合は、予定価格及び最低制限価格の範囲内）で、最低の価格で入札

した者を落札候補者とする。 

（２） 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２者以上あるときは、く 

じ引きにより落札候補者及び次順位以降の者を決定する。 

13 落札者の決定 

（１） 落札候補者の審査を行い、入札参加資格があると認めた場合は、開札日の 

翌日から５日以内に落札者を決定し文書で通知する。 

（２） 落札候補者が、前号の審査の結果、入札参加資格がないと認められた場合 

は、次順位の者を順次落札候補者として審査を行い、入札参加資格があると 

認められた者を落札者とする。 

（３） 審査の結果、入札参加資格がないと認めた場合は、その旨を別記第 11 号 

様式により通知する。 

（４） 入札参加資格がないと認められた者は、当該通知の日から３日以内に書面 

をもって、経理課長にその理由について説明を求めることができる。 

（５） 回答は、説明を求められた日から３日以内に書面で行う。 

14 その他 

（１） 入札参加者は、本公告、関係規程及び設計図書等を熟読すること。 

（２） 入札参加申請に関する説明会は実施しない。 

（３） 入札参加申請を行った後、入札を希望しない場合には、辞退することがで

きるので、開札日の前日までに電子入札システム上又は入札約款に定める入

札辞退届を郵送又は持参により提出すること。 

（４） 本公告に記載した納入期限は、事情により変更する場合がある。 

（５） 入札参加希望者が営業停止処分を受けた場合は、営業停止期間中は、入札

参加申請、説明会への参加、入札等の営業活動ができない。 



（６） この公告に定めるもののほか、入札に関する事項については、かずさ水道

広域連合企業団制限付き一般競争入札実施要領、かずさ水道広域連合企業団

電子入札約款等、関係規程による。 

（７） 本公告に定められている申請書等は、かずさ水道広域連合企業団ホームペ

ージからダウンロードすること。 

15 問い合わせ先 

〒２９２－０８３４ 

木更津市潮見二丁目８番地 

かずさ水道広域連合企業団 経理課 契約班 

電話 ０４３８（３８）４９０９ 

F A X ０４３８（２５）１６２４ 

U R L かずさ水道広域連合企業団ホームページ 

http://www.kazusa-kouiki.jp 

ちば電子調達システム 入札情報サービス 

https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/LPC0P10L_INIT_Action.do 

電子入札システム 

https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/ 

http://www.kazusa-kouiki.jp/
https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/LPC0P10L_INIT_Action.do
https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/

